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大阪市中央公会堂～一経済人の寄付～ 撮影：堀 浩司（南支部）

第１８６回通常国会

が、１月２４日召集さ

れた。政府は、平成

２５年度補正予算、平

成２６年度予算案等を提出し、国会で審議が

進められる。また、税理士制度の見直しに

ついては、税制改正大綱に納税環境整備の

一環として記載され、平成２６年度税制改正

法案の一部として審議されることになる。

国会での審議は、まず衆議院の委員会か

ら審議され、財務金融委員会、総務委員会

に付託され審議・可決され衆議院本会議に

送られ、審議・可決される。そして参議院に

送られ同様にして審議・可決され、通常３月

末日までに成立・公布される。

このようにして、法律ができるのである

が、審議の過程で修正されたり否決された

りすることもある。このため、税政連は、

法案が成立・公布されるまで気を抜かず、

与野党の関係国会議員等に情報収集と陳情

につとめていく。

税理士法改正のプロジェクトチーム設置

から５年以上の時間が経過した。日本税理

士会連合会の機関紙「税理士界」第１３１２号

にその経過報告が詳細に掲載されている。

ぜひご覧いただきたい。

日税連及び各単位税理士会の執行部の努

力に対して深く感謝を申し上げる。そして、

日税政及び各単位税政連が大きな役割を果

たしていることもご理解いただきたい。

■ 法律ができるまで ～その３～ 税制改正……………………………………………Ｐ２
■ 第２回川柳・書道コンテストのご案内…………………………………………………Ｐ６
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自民党の
各部会

経済産業省

国土交通省

その他の省庁

「税制改正大綱」
翌年の税制

「税制改正大綱」
翌年の税制

自民党税調

与党税制協議会

財務省主税局
総務省自治税務局

公明党税調公明党の
各部会

要望

要望

要望

ほぼ同じ

法律ができるまで ～その３～ 税制改正
法律ができるまでを２回にわたって説明してきた。今回は税制改正に関する法律がどのようにして

出来るのかを説明する。なお、機関紙第１９２号・１９５号に、前２回を掲載しているので参照していただ

きたい。（近税政ホームページ会員専用コーナーに機関紙バックナンバー掲載）

�与党税制改正大綱とは

昨年１２月に平成２６年度与党税制改正大綱が公表された。税制改正大綱とは、翌年度の税制改正の与

党原案である。その内容は、�基本的考え方�具体的内容�検討事項の３項目に分かれている。政権

与党である自由民主党と公明党が税のあり方を、それぞれの党の部会とそれを取りまとめる税制調査

会で議論を行い、協議の上、具体的な税制改正案をつくる。

�財務省主税局等

各府省庁は、春ごろから税制改正に関する

ヒアリング等を行い準備をする。そして毎年

８月末に各府省庁が財務省主税局等に対し、

国民各層や各種団体の要望が反映された税制

改正要望書を提出する。その後、主税局等は、

府省庁との折衝などを行い、税制改正要望一

覧を与党部会や税制調査会に提出する。なお、

税制改正は予算編成と同時並行して行われ

る。この時期にあわせて、日本税理士会連合

会は、税制改正要望等を記載した税制改正に

関する建議書を理事会において決定し、原則７月に財務省、国税庁、総務省、中小企業庁などに提出

している。

�与党税制調査会・部会

与党部会や税制調査会は、財務省主税局等から提出された要望等と独自なものを議論していく。多

数の税制改正要望から選択していくことは、利害関係の対立が起きやすい。このため、国会議員がそ

の調整機能を果たしていくことになるが、１人の国会議員では範囲が広すぎるので、自民党税制調査

会、公明党税制調査会が、部会等から受けた税制改正要望の中から、税制改正案を決めていくことに

なる。この要望は分厚い紙の束になるので、電話帳と呼ばれる。税制調査会ではこれに優先順位をつ

け、○×審議を行い選択していく。また、「マル政」と言われる政策的に重要な事項があり、これらは

別途集中審議される。このようにして税制改正大綱の原案を決めていく。

そして、それぞれ党の政務調査会・総務会の議を経たうえで与党政策責任者会議を経て、与党税制

改正大綱が決定される。

焦点…………………………………………１

法律ができるまで～その３～……………２

後援会ニュース……………………………４

かんさいすずめ……………………………５

銀河系………………………………………５

第２回川柳・書道コンテストのご案内…６
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財務省

内閣法制局主税局
（原案作成）

省　議
（決定）

閣　議
（決定）

本会議
（審議・可決）

財務金融
委員会

（審査・可決）

天　皇

国　会

議長

官報

内閣官房
（国会提出に係る事務）

事務次官等会議
（事前調整）

国立印刷局
（官報の印刷）

与　党
（党議拘束）

閣議請議

（原案の予備審査）

（法律案の審査）

（与党審査）

奏上

国会提出

衆議院
送付

委員長
報告

付
託

本会議
（審議・可決）

財政金融
委員会

（審査・可決）

議長
参議院

委員長
報告

付
託

総
理
大
臣
官
邸

成　立

公　布

�税制改正大綱の閣議決定

この与党税制改正大綱の税制改正法案が、そのまま国会に提出されるのではない。政府は税制改正

大綱を閣議決定し、内閣が提出する法律案であることを決める。閣議決定する内容は、与党税制改正

大綱とほぼ一致するが、具体的内容についてのみに絞られる。これらは、内閣法制局の審査が行われ

る。

�税制改正法案の原案作成・内閣法制局審査

内閣が提出する法律案の原案の作成は、そ

れを所轄する各省庁が行う。税制改正大綱の

閣議決定に基づき、国税については財務省主

税局、地方税については総務省自治税務局が、

それぞれ法律案の原案を作成する。それを内

閣法制局で予備審査をする。内閣法制局は、

この原案が憲法や他の現行の法制との関係、

立法内容の法的妥当性などについて、法律的

・立法技術的に検討する。予備審査が終了す

ると、一定の手続きのうえ内閣官房に回付さ

れる。

�国会への税制改正法案の提出

内閣官房に回付された法律案は、閣議決定

され国会に提出される。

�国会での審査・審議、委員会と本会議

国会の審議は、最初に提出された議院から

始まる。通常衆議院から審議される。法律案

を受け取った議長は、その内容にふさわしい

委員会を選んで法律案の審査を担当させる

（付託）。衆議院では、国税の改正案は財務金

融委員会、地方税の改正案は総務委員会に付

託される。委員会では国務大臣の法律案の説

明から始まって審査に入り、質疑応答を繰り返し委員会で可決され、本会議に送られ審議がなされ最

終的に可決される。そして、参議院に送られる。参議院の議長は、国税の改正案は財政金融委員会、

地方税の改正案は総務委員会に付託する。委員会審議・可決・本会議への送付・本会議審議・本会議

可決されると、税制改正法律案が成立する。（日本国憲法第５９条）

なお、法律案は審議の過程で修正されることや、否決されることもある。

�法律の公布

成立した法律は、天皇により公布され、官報に掲載され国民に知らされる。

平成２６年（２０１４年）２月１０日 近 畿 税 政 連 第 １９７ 号 （3）



泉ケンタ後援会総会
税理士による泉ケンタ後援会の第２回総会が

昨年１２月７日に京都ロイヤルホテル＆スパにお

いて開催された。

来賓として泉ケンタ衆議院議員、近税政本部

より原綱宗総務会長、京都府支部連より奥村和

義会長、伊良知弘敏幹事長が出席した。

久保美雄会員の司会で開会し、谷明憲会長が

「昨年２月にこの後援会を設立してはや２年が

経とうとしている。昨年末の衆議院総選挙での

先生方のご支援にお礼を申し上げるとともに、

泉議員が国会の場でますますご活躍いただける

ように応援していきたいので、今後ともご協力

をお願いしたい」とあいさつをした。

総会議事では、田中英文会員が議長に選出さ

れ、事業報告と会計報告は満場一致の挙手で可

決承認された。

総会終了後、泉議員より国政報告がなされた。

伏見・乙訓地区への確申期の視察の感想、特定

秘密保護法案の問題点、税制改正の状況、税理

士法改正（特に公認会計士の登録問題）、福島第

一原発における汚染水問題への対策、中国によ

る東シナ海防空識別区（ADIZ）の設定などにつ

いて詳しい最新の情報が提供された。

総会の最後に開催された懇親会では、若い泉

議員らしく気さくに各テーブルを回り、会員と

積極的な意見交換を行い、和やかな雰囲気のな

かで参加者全員が有意義な時間を過ごし、盛会

のうちに閉会した。 （上京支部 矢田善久）

高市早苗後援会 新春の集い
日時 平成２６年１月１２日（日）

場所 奈良ロイヤルホテル

来賓 高市早苗 衆議院議員・自民党政調会長

大村惠美子 近税政副会長

井戸本�次 近税政幹事長

後安宏彦 近税政副幹事長・広報委員長

山本眞市 近税政奈良県支部連会長

岩田守生 近税会奈良支部長

◆武野勝文 後援会会長 あいさつ

多数の会員に参加頂き感謝している。高市議

員には自民党政調会長としてご活躍いただいて

いる。今後もご支援をお願いする。

◆井戸本�次 近税政幹事長 あいさつ

活発な後援会活動に感謝する。与党税制改正

大綱に税理士法改正が決定され新しい時代を踏

み出した。３月末に税制改正の一括法案として

成立の予定である。

◆高市早苗衆議院議員 講演会

安倍内閣の政策を、信念をもって推し進める

年であると考えている。

成長戦略を成功させ、日本企業が活動しやす

い国にするべく規制緩和を進めた。さらに「産

業競争力強化法」を成立させ経済の活性化をは

かった。今後は、大企業だけでなく、中小企業

にも好景気が波及する政策を計画している。ま

た、農業分野でも新たな改革を進めている、こ

れからは将来の安心を得ることが出来る政策を

出していき、安心・安全な生活を実感できるよ

うにしたい。 （奈良支部 黒田有紀）

後援会ニュース

（4） 第 １９７ 号 近 畿 税 政 連 平成２６年（２０１４年）２月１０日
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８月１１日を「山の日」に
国民の祝日「山の日」の制定を目指している超党派の国会議員連盟は、平

成２５年１１月２２日午前中に総会を国会内で開き、「山の日」の日付を「８月１１日」

とする祝日法改正案を、今年の通常国会に提出する方針を決めた（信州毎日

新聞Web.２０１３／１１／２２）。８月１１日はお盆休み前の時期であり、休日にして

も社会的な影響が少なく、学校が夏休みのため家族で揃って山に行き易い、という事情による

ようである。

当初は「８月１２日」としていたが、１９８５年の同日に、日航ジャンボ機が墜落した現場がある

群馬県や経済団体等から異論が出て、再検討していたが、８月１１日とすることで合意した。

「海の日」は、７月の第３月曜日と定められているのに、なぜ「山の日」はないのか？日本

は小さな島国であり、国土の４分の３を山地が占めるという山国である。「海の日があり、山の

日がある。」これが自然のカタチというものである。

古来、日本の山は修行の場であった。山頂には祠や神社を祀る山も多く、信仰の対象とし

て崇められてきた。人々は森の恵み、山の恵みを享受しながら山と共に暮らしてきたのであ

る。

私は、休日にはよく山を歩く。山は空前の登山ブームであると言われ、多くのハイカーや登

山者達で賑わっている。その一方で、山岳事故が増え、登山者が遭難したというニュースが頻

繁に報道されるようになった。やはり、山は危険なのである。しかし、山はハイキングに、ト

レイルランニングに、ロッククライミングに、登山に、そして冬はスキーにと、多くの人々を

惹きつけて止まない。時は流れ、時代は変わっても、山は人々の心のよりどころなのである。

（住吉支部 仕田原恒雄）

近税政本部のうごき

○支部長・後援会会長連絡会議（１月２７日）

第１部 後援会会長連絡会議

�後援会活動のあり方について

第２部 支部長・後援会会長連絡会議

�本部の活動報告について

�組織及び活動の活性化について

�会費収納率の向上策について

�確定申告期税務相談会場の国会議員等による

視察について

�登録政治資金監査人について

�その他

表紙題字：「第１回川柳・書道コンテスト」

書道テーマ部門 最優秀会長賞作品

（作�藤原洋子 福知山支部）

表紙の題字が、今年の

新年号から新しくなりま

した。これは、昨年に行われました「第１

回川柳・書道コンテスト」の最優秀会長賞

作品が題字となっています。書道に関して

何もわからない私にも、力強さと親しみや

すさが伝わってきます。今の税政連活動の

勢いのようにも思えます。この題字と共に、

機関紙は、年８回発行されますので、会員

の皆様の目に触れることも多くなり、内容

も、よりタイムリーな情報が掲載されると

思います。税政連の活動は、私達会員にと

って時代に適合した、より良い税制の実現

を目指しており、その成果を皆が享受して

いますので、会員には、もっともっと関心

を持ってほしいと思います。

（西宮支部 森本幸子）

平成２６年（２０１４年）２月１０日 近 畿 税 政 連 第 １９７ 号 （5）



〒５４０-００１２　大阪市中央区谷町1丁目5番4号　近畿税理士会館5階
近畿税理士政治連盟　広報委員会　行

■作品の版権は近畿税理士政治連盟に帰属し、機関紙への掲載等広報活動に利用させていただきます。

のご案内
　平素は近畿税理士政治連盟へのご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
　さて本年度も、近畿税政連の広報活動の一環としまして、会員の皆様に当連盟に慣れ親し
んで頂くために、『第2回 「川柳」「書道」コンテスト』を開催させて頂くことになりました。
　下記の要領で募集いたしますので、どうぞお気軽にご応募ください。

①川柳コンテスト
②書道コンテスト／テーマ部門　題字「近畿税政連」
                                                    「焦点」
③書道コンテスト／自 由 部 門 　題字自由

応募
要領

応募先

広報委員会からのお知らせ

第
２
回

第
２
回

第
２
回

近畿税理士政治連盟を盛りあげるような作品をお待ちしております。　
平成２６年４月１日（火）～６月２０日（金）必着
近畿税理士会員に限ります。
各部門３点まで（ただし、入賞は各部門１人１点）
■応募作品は制作から１年以内のものに限定します。
■過去に応募されたことのある作品は対象外とします。
■書道コンテストの作品サイズ
□書道コンテスト　テーマ部門
　「近畿税政連」：半切・八ツ切（左から横書き）
　「焦点」：半紙（左から横書き・縦書き）
□書道コンテスト　自由部門
　半紙・半切・八ツ切

作品に次のものを記入した応募票（形式自由）を貼付して応募してください。
　①応募部門、②支部名、③登録番号、④氏名、⑤制作年月日
　⑥作品に対するコメントや説明（100字以内）
無料
外部の審査員を予定しております。
9月中旬。入賞者は機関紙に掲載いたします。
（各部門）最優秀会長賞・優秀賞・入選

応募作品…
応募期間…
応募資格…
応募点数…
応募規定…

応募方法…

参加費用…
審 査 員…
表 彰 式…
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